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水素防護に関する知見について（（５）及び（９）関係）（修正版） 

 

令 和 ３ 年 ７ 月 ２ ０ 日 

東 京 電 力 福 島 第 一 原 子 力 発 電 所 事 故 に 関 す る 

知見の規制への取り入れに関する作業チーム 

 

１．中間とりまとめから得られた知見等を踏まえた論点1 

【知見等を踏まえた論点】 

① SA 時の原子炉建屋内の水素量、分布・拡散、滞留時間に着目した、水素

爆発対策及び原子炉建屋の健全性への影響確認が必要か。 
② ３号機の水素爆発時の火炎や爆煙については、水素以外の可燃性ガスが

寄与している可能性が高く、可燃性ガスの種類、量の把握と規制上の位置

付けの整理が必要か。 
 

【知見等を踏まえた論点】 

① 水素の拡散や滞留等の挙動の検討が必要か。 
② 水素が滞留した原子炉建屋等における SA 対策や復旧作業等の安全確保

の検討が必要か。 
③ 原子炉建屋内の水素濃度の検知の必要性、水素が滞留した場合の水素濃

度の低減対策、人の立ち入りを伴う SA 対策等との整理及び水素漏えいの

回避対策の検討が必要か。 
④ BWR トップヘッドフランジへの保護対策は PCV の他の箇所からの水素

漏えいの誘因とならないか。 

 

２．関連する現行の基準・ガイド等 
○重大事故等の拡大の防止等［格納容器破損防止対策］（有効性評価）（ＳＡ） 

関係条文：設置許可基準規則・同解釈 37 条 

     SA 有効性評価ガイド（格納容器破損防止対策の有効性評価） 

                                                   
1 令和 3 年 4 月 7 日 第 1 回原子力規制委員会資料 2 別紙 1 から引用 

（５）水素爆発時の映像及び損傷状況から、原子炉建屋の破損の主要因は、

原子炉建屋内に滞留した水素の爆燃（水素濃度８％程度）によって生じた圧

力によることを示唆している。 

（９）３号機のベント成功回数は２回。このベントによって４号機原子炉建

屋内に水素が流入し、40 時間にわたって水素が滞留した後、爆発に至った。 

資料４８―２ 
<技術情報検討会資料> 
技術情報検討会は、新知見のふるい分けや作業担当課の特定を目的とした事務的な会議体 
であり、その資料及び議事録は原子力規制委員会の判断を示すものではありません。 
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関係施設・設備： 原子炉格納施設（原子炉格納容器、原子炉建屋、二次格納

施設、放射性物質濃度制御設備、可燃性ガス濃度制御設備）  

ＰＷＲ，ＢＷＲの差異： 想定する格納容器破損モード 

ＢＷＲ（大 LOCA＋ECCS 喪失＋SBO） 

 ＰＷＲ（大 LOCA＋注水機能喪失） 

 

○水素爆発による原子炉格納容器破損防止対策（ＳＡ） 

関係条文：設置許可基準規則・同解釈 52 条 

     技術基準規則・同解釈 67 条 

SA 技術的能力審査基準 1.9 
関係施設・設備：原子炉格納施設（放射性物質濃度制御設備、可燃性ガス濃度

制御設備） 

ＰＷＲ，ＢＷＲの差異：設備構成 

ＢＷＲ（可搬型窒素ガス供給装置、原子炉格納容器フィルタベント系） 

 ＰＷＲ（静的触媒式水素再結合装置、原子炉格納容器水素燃焼装置） 

 

○水素爆発による原子炉建屋等損傷防止対策（ＳＡ） 

関係条文：設置許可基準規則・同解釈 53 条 

     技術基準規則・同解釈 68 条 

SA 技術的能力審査基準 1.10 
関係施設・設備： 原子炉格納施設（放射性物質濃度制御設備、可燃性ガス濃

度制御設備） 

ＰＷＲ，ＢＷＲの差異： 設備構成 

ＢＷＲ（静的触媒式水素再結合装置） 

 ＰＷＲ（アニュラス空気浄化設備（水素排出）、格納容器排気筒） 

 

○火災による損傷の防止（ＳＡ）※ 

関係条文：設置許可基準規則・同解釈 41 条 

     技術基準規則・同解釈 52 条 

関係施設・設備： 火災防護設備 

※可燃性ガス発生を考慮（原子炉格納容器内の塗料、ケーブル等）する観点から関係

条文としている。 

 
３．現行の審査における申請内容及び確認事項 
 審査では、「格納容器内の水素燃焼への対策」として、設置許可基準規則第 37
条で定める有効性評価として格納容器内の水素燃焼に対して、水素の爆轟を防
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止する（ドライ条件で、水素濃度 13vol%以下又は酸素濃度 5vol%以下）こと、

設置許可基準規則第 52 条等に基づき格納容器内の水素爆発を防止できる設備・

手順が整備されることを確認している。また、「格納容器からの漏えい防止対策」

として、設置許可基準規則第 37 条の解釈に定める格納容器の限界温度・限界圧

力（200℃・2Pd）での格納容器の健全性について確認している。さらに、「格納

容器から水素が漏えいした場合の対策」として、設置許可基準規則第 53 条等に

基づき二次格納施設で水素爆発を防止できる設備・手順が整備されることを確

認している。以下、BWR、PWR それぞれについて具体的に記載する。 
（１）BWR 
○格納容器内の水素燃焼への対策 

 有効性評価（水素燃焼）では、格納容器内が窒素置換されていること

から、水素濃度ではなく酸素濃度で評価しており、水の放射線分解に

より発生する酸素の濃度が相対的に高くなるシーケンスである過圧過

温シーケンス（大 LOCA＋ECCS 喪失＋SBO）を選定している。酸素

濃度を高く評価する観点から、発生する水素は解析によって得られた

値を用いており、格納容器内の他の金属（アルミニウム及び亜鉛）に

よる水素の発生については、酸素が発生する反応ではなく酸素濃度を

相対的に低くすることになるため、考慮してない。 
 有効性評価（水素燃焼）では、格納容器内の酸素濃度が 5vol%（ドラ

イ条件）を上回らない（一部期間で 5vol%（ドライ条件）を超えるが、

この期間は LOCA による水蒸気で格納容器内が満たされておりウェ

ット条件となる）ことを確認している。また、5vol%（ドライ条件）を

超えるような場合は、格納容器フィルタベントによる水素・酸素の排

出を行う手順であることを確認している。 
 有効性評価（水素燃焼）としては、MCCI が発生した場合には水素及

び他の可燃性ガスの発生量が多くなることから酸素濃度が相対的に低

くなるため選定していないが、他の有効性評価においても MCCI によ

り発生する他の可燃性ガス（一酸化炭素）の発生量は、コリウムシー

ルド等の対策を行うことで、水素発生量に対して小さくなるため、そ

の影響を考慮していない。 
 これらに関連した対策として、格納容器内の水素爆発防止のため、初

期酸素濃度を 2.5%以下（柏崎刈羽は 3.5%以下）に管理するよう変更

すること、格納容器フィルタベントの手動操作については、二次格納

施設の外から遠隔操作が可能であることを確認している。 
○格納容器からの漏えい防止対策 

 原子炉格納容器のトップへッドフランジ、機器ハッチ、マンホールの
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シール材は、従来、耐熱性の観点から主としてシリコーンゴムが使用

されていたが、現在は、耐放射線性等の観点から、改良 EPDM に変更

されている。 
○漏えいした水素への対策（二次格納施設（原子炉建屋）の水素対策） 

 原子炉格納容器は、一定の漏えい率（設計漏えい率）で格納容器内部

の気体が漏えいしてくることから、原子炉格納容器から漏えいした水

素に対する対策を行っている。 
 オペレーションフロア及び機器ハッチ等に水素濃度計を設置するとと

もに、オペレーションフロアに PAR（静的触媒式水素再結合装置）を

設置し、原子炉建屋内の水素ガスの流路を確保するため、オペレーシ

ョンフロア大物搬入口を開運用することを確認している。 
 原子炉建屋内の水素濃度計の値が一定値（2.0～2.5％）になった場合

には、格納容器フィルタベントによる水素排出の手順を整備している。 
 東海第二は、水素濃度が低い場合における SGTS（非常用ガス処理系）

による原子炉建屋からの排気にも期待している。なお、他の BWR プ

ラント（柏崎刈羽、女川、島根）においても重大事故時において電源

がある場合には SGTS を起動する手順としており、水素濃度が低い場

合には、同様に水素排出に期待できる。 
 PAR の設計に当たって、有効燃料部被覆管の 100%が反応した水素量

が 10%/day（2Pd における設計漏えい率の約 10 倍）でトップヘッド

フランジから漏えいしたと仮定した場合での GOTHIC による原子炉

建屋内の水素濃度解析を実施し、可燃限界（4%）に至らないこと（可

燃限界に至る場合は酸素濃度が低いこと）を確認している。 
 また、感度解析として、有効性評価ケース（水素発生量約 200～600kg、
格納容器漏えい率約 1.0～1.3%/day）で、トップヘッドフランジのほ

か機器ハッチ等からも漏えいした場合を仮定した解析を行い、可燃限

界に至らないことを確認している（女川においてはウェル注水を実施

した場合の評価としてトップヘッドフランジ以外の機器ハッチから漏

えいしたとした水素濃度解析も行っており、可燃限界以下となること

を確認している。）。 
（２）PWR 
○格納容器内の水素燃焼への対策 

 格納容器の自由体積の大きさにより、全炉心内ジルコニウム量の 75%
が反応した場合でも、水素濃度制御設備（PAR やイグナイタ）に期待

せずに水素濃度は 13vol%（ドライ条件）を下回ることを確認してい

る。 
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 有効性評価（水素燃焼）では、事象進展が早く、水蒸気が凝縮され水

素濃度が相対的に高くなるシーケンスである大 LOCA＋注水機能喪

失を選定し、全炉心内ジルコニウム量の 75%が反応することによる水

素の発生と水の放射線分解、金属腐食（アルミニウム及び亜鉛）、ヒド

ラジンの放射線分解による水素の発生を考慮して評価を行っている。

また、水素濃度監視装置（可搬型設備を用いたサンプリング形式）に

よる監視もできることを確認している。 
 格納容器内の水素濃度低減対策として PAR 及びイグナイタを設置し

ており、有効性評価では、ベースケースとしてイグナイタの効果に期

待しない条件で GOTHIC による水素濃度解析を行っており、この場

合でも格納容器内の水素濃度が 13vol%（ドライ条件）を下回ることを

確認している。 
 有効性評価（水素燃焼）では、MCCI によるコンクリート侵食量は有

意ではないが、保守的に MCCI の不確かさを考慮した追加水素発生量

を加算した場合でも、PAR 及びイグナイタにより、格納容器内の水素

濃度が 13vol%（ドライ条件）を下回ることを確認している。なお、

MCCI によるその他可燃物（一酸化炭素）については、コンクリート

侵食量が有意ではないこと及びイグナイタで燃焼させることができる

ことから、定量的な評価は行っていない。 
 イグナイタについては、仮に格納容器ドーム頂部付近に水素が滞留若

しくは成層化した場合も考慮し、当該箇所にも設置することを確認す

るとともに、着火源とならないよう炉心損傷判断（炉心出口温度 350
度到達）と同時に電源を投入する手順となっていることなどを確認し

ている。 
○格納容器からの漏えい防止対策 

 格納容器貫通部等のシール材の 200℃、2Pd 下における健全性を確認

している。シール材の健全性は、電共研における蒸気を用いた漏えい

試験との比較・検討により確認している。 
○漏えいした水素への対策（二次格納施設（アニュラス）の水素対策） 

 アニュラス内に水素濃度計を設置するとともに、アニュラス空気再循

環設備による水素排出を行うことを確認している。 
 アニュラスへの水素の漏えい率について、分子流・金属透過の影響を

検討した上で、空気の漏えい率 0.16%/day を適用できることを確認し

ている。 
 アニュラスへの漏えい率を 0.16%/day として、アニュラスの水素濃度

を評価し、可燃限界（4%）以下であることを確認している（アニュラ
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ス排気に期待しない場合で 1.5vol%程度）。なお、評価方法は、GOTHIC
による水素濃度解析ではなく、アニュラス部を１空間とし、格納容器

から漏えいする水素量とアニュラス排気により放出される水素量のバ

ランスから算出している。 
 アニュラスへの漏えい率を 10 倍（1.6%/day）とした場合のアニュラ

スの水素濃度評価も行っており、約 1.4%となることを確認している

（アニュラス排気に期待しない場合で 4%以下）。 
 


